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令和元年 第１１回栗原市農業委員会総会議事録 

 

 令和元年１１月２６日 午後１時３０分、下記の件の議定のため、令和元年第１１回栗

原市農業委員会総会を、栗原市役所金成庁舎に招集した。 

 

 

日程第 １ 議事録署名委員の指名 

日程第 ２ 会期の決定 

日程第  ３  事務報告 

日程第 ４ 報告第 １号 農地の現状変更届出について 

日程第 ５ 報告第 ２号 農地法第１８条第６項の規定による通知について 

日程第 ６ 報告第 ３号 使用貸借権の解約通知について 

日程第 ７ 議案第 １号 農地法第３条の規定による許可申請について 

日程第 ８ 議案第 ２号 農地法第５条の規定による許可申請について 

日程第 ９ 議案第 ３号 農用地利用集積計画について 

日程第１０ 議案第 ４号 非農地証明願について 

 

 

 

１ 出席委員 （２１名） 

１番 三 浦  正 勝 委員、  ２番 大 黒  昭 夫 委員、  

３番 阿 部  一 信 委員、  ４番 吉 田  優 俊 委員、 

５番 岩 淵  敬 一 委員、  ６番 佐 竹  きみ子 委員、 

７番 狩 野  善 典 委員、   

９番 曽 根  金 雄 委員、      

  １１番 鈴 木  春 江 委員、 １２番 尾 形  陽一郎 委員、 

  １３番 及 川  正 一 委員、 １４番 多 田  仁 一 委員、 

１５番 佐々木  吉 司 委員、 １６番 菅 原  英 俊 委員、 

１７番 岩 渕    弘 委員、 １８番 佐々木    弘 委員、 

  １９番 佐 藤    勝 委員、 ２０番 狩 野  和 義 委員、 

  ２１番 秋 山  憲 義 委員、 ２２番 米 山  嘉 彦 委員、 

                   ２４番 鈴 木  康 則 会長 

 

２ 欠席委員 （３名） 

８番 大 場  裕 之 委員、 １０番 千 葉  優 子 委員、  

２３番 黒 澤  光 啓 会長職務代理者 
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３ 議事に参与した者 

   事務局長        小野寺  昭 仁 

事務局長補佐      阿 部  泰 憲 

農地農政係 主 査   千 葉  美 香 

農地農政係 主 査   白 鳥    峻 

   農地農政係 主 事   千 葉  和 哉 

   農地農政係 主 事   菅 原  佑 太 

 

 

 

    （ 午後１時３０分 開会） 

 

 

 

議長 

ご起立願います。「ご苦労様です。」ご着席願います。 

ただいまから、令和元年 第１１回 栗原市農業委員会総会を開会いたします。 

 

議長 

ただいまの出席委員は、２１名であります。 

定足数に達しておりますので、直ちに会議を開きます。 

 

議長 

 欠席の通告があります。 

 議席番号８番 大場 裕之 委員、議席番号１０番 千葉 優子 委員、議席番号２３

番 黒澤 光啓 会長職務代理者から、所要のため欠席の通告があります。 

 

議長 

本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

なお、議案説明等のため、事務局長ほか関係職員を出席させております。 

 

 

議長 

日程第１、議事録署名委員の指名を行います。 

議事録署名委員は、議席番号１６番 菅原 英俊 委員、 

議席番号１７番 岩渕 弘 委員の両名を指名いたします。 
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議長 

日程第２、会期の決定を議題とします。 

お諮りいたします。本総会の会期は、本日１日間にしたいと思いますが、これに、ご異

議ございませんか。 

 

―［異議なし］― 

 

議長 

ご異議なしと認めます。 

よって、本総会の会期は、本日１日間と決定いたしました。 

 

 

議長 

日程第３、事務報告を行います。 

事務局長から報告いたします。 

 

事務局長 

議案資料に基づき、１０月３０日から１１月２６日までに実施した事務・事業等並び

に１１月２７日から令和２年１月９日までに予定している事務・事業等について、説明

報告。 

 

議長 

これで、日程第３、事務報告を終わります。 

 

 

議長 

 日程第４、報告第１号 農地の現状変更届出について、を報告します。 

 最初に、第１区の番号１番の１案件について、事務局から報告いたします。 

 

事務局 

第１区の番号１番は、高清水地区の田１筆 ４，５３４㎡、現在、何も作付けされてい

ない転作田が排水不良となっていることから、盛土による耕作条件の改善を図り、完了後

は、採草地として牧草を作付する旨の１案件を説明。 

 

議長 

 次に、去る１１月２０日、議席番号６番 佐竹 きみ子 委員、農地利用最適化推進委

員の 氏家 優一 委員及び 佐々木 栄夫 委員が現地確認調査を行っておりますので、
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その結果の報告をお願いいたします。 

 それでは、佐々木 栄夫 推進委員から報告願います。 

 

佐々木 栄夫 推進委員 

 報告第１号 農地の現状変更届について、去る１１月２０日に書類審査及び現地確認を

行いました。 

 番号１番の詳細については、事務局から説明があったとおりであり、耕作条件の改善に

伴う盛土であり、周辺農地に与える影響もないことを確認してまいりましたので、報告い

たします。 

 

議長 

次に、第２区の番号２番及び３番の２案件について、事務局から報告いたします。 

 

事務局 

第２区の番号２番は、金成地区の田１筆 ２，７７６㎡、１筆の中に傾斜地のある５枚

の転作田となっていることから、切土による耕作条件の改善を図り、完了後は、畑として

野菜を作付けする旨の１案件、 

番号３番は、金成地区の田２筆 ６９８㎡、道路より低く、水はけが悪い２枚の転作田

となっていることから、盛土による耕作条件の改善を図り、完了後は、畑として野菜を作

付けする旨の１案件、 

以上、２案件を説明。 

 

議長 

 次に、去る１１月２１日、議席番号５番 岩淵 敬一 委員、農地利用最適化推進委員

の 小野 大介 委員及び 熊谷 ゆり 委員が現地確認調査を行っておりますので、そ

の結果の報告をお願いいたします。 

 それでは、小野 大介 推進委員から報告願います。 

 

小野 大介 推進委員 

 報告第１号 農地の現状変更届について、去る１１月２１日に調査を行ってまいりまし

た。 

 番号１番は、もう既に工事が完了しており、傾斜のある５枚の田を均して畑として利用

するということで、周囲には、排水用の水路も施されており、周辺農地に与える影響はな

いものと、 

番号２番も、道路より低い２枚の転作田に盛土を施し、１枚の畑として野菜を作付けし

ようとするものであり、一部にはもう既に盛り土が施されておりましたが、隣接農地も転

作田に盛土を行いながら野菜を作付けしておりましたので、周辺農地に与える影響はない
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ものと見てまいりました。 

以上、報告いたします。 

 

議長 

次に、第３区の番号４番の１案件について、事務局から報告いたします。 

 

事務局 

第３区の番号４番は、栗駒地区の田１筆 １，１６４㎡、届出人が管理している隣接農

地と一体管理するため、所有者の同意を得て、段差のある申請地を、切土により耕作条件

の改善を図り、完了後は牧草地として利用する旨の１案件を説明。 

 

議長 

 次に、去る１１月２１日、議席番号７番 狩野 善典 委員、農地利用最適化推進委員

の 狩野 正行 委員及び 芳賀 博秋 委員が現地確認調査を行っておりますので、そ

の結果の報告をお願いいたします。 

 それでは、議席番号７番 狩野 善典 委員から報告願います。 

 

７番 狩野 善典 委員 

 報告第１号 現状変更届について、去る１１月２１日に現地を確認してまいりました。 

 申請地は、参考資料の図面でもわかりように、現在、牧草を作付けしている道路と山林

に挟まれた農地を、段差をなくし一体管理するものとなっており、特に問題はないものと

判断してきました。 

 以上、報告いたします。 

 

議長 

 これで、日程第４、報告第１号 農地の現状変更届出について、報告を終わります。 

 

 

議長 

 日程第５、報告第２号 農地法第１８条第６項の規定による通知について、を報告しま

す。 

第１区の番号１番及び２番の２案件、第２区の番号３番から１２番までの１０案件、第

３区の番号１３番及び１４番の２案件、併せて１４案件について、事務局から報告いたし

ます。 

 

事務局 

第１区の番号１番は、一迫地区の田４筆 ７，２６７㎡、双方合意による、基盤法の賃
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貸借権設定解約の１案件、 

番号２番は、一迫地区の田６筆 ５，５４２㎡、売買にためによる、基盤法の賃貸借権

設定解約の１案件、 

第２区の番号３番は、若柳地区の田１４筆 ４，３４３㎡、 

番号４番は、若柳地区の田１筆 ７２２㎡、いずれも、売買のためによる、基盤法の賃

貸借権設定解約の２案件、 

番号５番は、金成地区の田３筆 ２，５７４㎡、 

番号６番は、金成地区の田５筆 ２，７３３㎡、 

番号７番は、金成地区の田１３筆 １３，１３１㎡、 

番号８番は、金成地区の田１３筆 １１，３３９㎡、いずれも、双方合意による、農地

法第３条の賃貸借権設定解約の４案件、 

番号９番は、金成地区の田４筆 ４，０８５㎡、双方合意による、基盤法の賃貸借権設

定解約の１案件、 

番号１０番は、志波姫地区の田２筆 ６６２㎡、双方合意による、農地法第３条の賃貸

借権設定解約の１案件、 

番号１１番は、志波姫地区の田１３筆 ２０，０３８㎡、畑３筆 ９８８㎡、合計 ２

１，０２６㎡、 

番号１２番は、志波姫地区の田１９筆 ３６，１６３㎡、畑３筆 ２，６５３㎡、合計 

３８，８１６㎡、いずれも、耕作者変更のためによる、農地利用集積円滑化事業の賃貸借

権設定解約の２案件、 

第３区の番号１３番は、栗駒地区の田２筆 １，４０３㎡、双方合意による、農地法第

３条の賃貸借権設定解約の１案件、 

番号１４番は、栗駒地区の田１８筆 １２，０８９㎡、農業後継者へ贈与するためによ

る、基盤法の賃貸借権設定解約の１案件、 

以上、１４案件を説明報告。 

 

議長 

これで、日程第５、報告第２号 農地法第１８条第６項の規定による通知について、報

告を終わります。 

 

 

議長 

日程第６、報告第３号 使用貸借権の解約通知について、を報告します。 

第２区の番号１番の１案件について、事務局から報告いたします。 

 

事務局 

第２区の番号 1 番は、若柳地区の田１５筆 ４，７７０㎡、農地法第３条の賃貸借権設



 7 

定のためによる、農地法第３条の使用貸借権設定解約の１案件を説明報告。  

 

議長 

これで、日程第６、報告第３号 使用貸借権の解約通知について、報告を終わります。 

 

 

議長 

日程第７、議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について、を議題としま

す。 

初めに、第１区の番号１番から１２番までの１２案件を審議します。 

それでは、議案の朗読を省略し、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

第１区の番号１番は、築館地区の田４筆 ３，５２３㎡、相手方の要望による、賃貸

借権設定の１案件、 

番号２番は、高清水地区の田２筆 １，３６３㎡、経営規模拡大による、所有権移転

売買の１案件、 

番号３番は、高清水地区の田１筆 ７８㎡、耕作の利便を図るためによる、所有権移転

贈与の１案件、 

番号４番は、一迫地区の田１筆 ９３４㎡、 

番号５番は、一迫地区の田６筆 ５，５４２㎡、いずれも、相手方の要望による、所有

権移転売買の２案件、 

番号６番は、一迫地区の田６筆 ６，７９８㎡、 

番号７番は、一迫地区の田２筆 ３，２３０㎡、いずれも、相手方の要望による、賃貸

借権設定の２案件、 

番号８番及び９番は関連案件で、 

番号８番は、一迫地区の田１筆 ２，３４４㎡の内、２，３３０．５９㎡、営農型太陽

光発電施設関連で経営規模拡大のためによる、地上権設定の１案件、 

番号９番は、一迫地区の田１筆 ２，３４４㎡、営農型太陽光発電施設を設置するため

による、区分地上権設定の１案件、 

番号１０番及び１１番も関連案件で、 

番号１０番は、一迫地区の田１筆 ５，７９３㎡の内、５，７７６．８９㎡、営農型太

陽光発電施設関連で経営規模拡大のためによる、地上権設定の１案件、 

番号１１番は、一迫地区の田１筆 ５，７９３㎡、営農型太陽光発電施設を設置するた

めによる、区分地上権設定の１案件、 

番号１２番は、瀬峰地区の田５筆 ５，８３３㎡、相手方の要望による、所有権移転売

買の１案件、 
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以上、１２案件が許可要件を満たしていることを説明。 

 

議長 

次に、現地確認調査の結果報告をお願いいたします。 

それでは、佐々木 栄夫 推進委員から報告願います。 

 

佐々木 栄夫 推進委員 

議案第１号、農地法第３条許可申請の番号１番から１２番までについて、報告いたしま

す。 

詳細については、事務局から説明があったとおりあり、労力不足による賃貸借や売買、

相手方の要望による売買や贈与、営農型太陽光発電設備にかかる地上権、区分地上権とな

っており、許可にあたっては、特に問題はないものと判断してきました。 

以上、ご審議の程よろしくお願いします。  

 

議長 

議案の内容説明及び現地確認調査の結果報告が終わりましたので、これより質疑を行

います。  

質疑ございませんか。 

 

―「質疑なし」― 

 

議長 

質疑なしと認めます。 

次に、第２区の番号１３番から２０番までの８案件を審議します。 

それでは、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

第２区の番号１３番は、若柳地区の田１４筆 ４，３４３㎡、経営規模拡大による、所

有権移転売買の１案件、 

番号１４番は、若柳地区の田１０筆 ４，８９６㎡、相手方の要望による、所有権移転

売買の１案件、 

番号１５番は、若柳地区の田１筆 ７２２㎡、経営の合理化を図るためによる、所有権

移転売買の１案件、 

番号１６番は、若柳地区の田６筆 ６，４１４㎡、畑１筆 ４０２㎡、合計 ６，８１

６㎡、農業後継者へ経営継承するためによる、子への所有権移転贈与の１案件、 

番号１７番は、若柳地区の田１５筆 ５，１３０㎡、相手方の要望による、賃貸借権設

定の１案件 
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番号１８番は、金成地区の田３６筆 ５２，７８７．４７㎡、畑８筆 ２８，１６４㎡、

合計 ８０，９５１．４７㎡、農業後継者へ経営継承するためによる、孫への所有権移転

贈与の１案件、 

番号１９番及び２０番は関連案件で、 

番号１９番は、志波姫地区の畑１筆 １，００５㎡、 

番号２０番は、志波姫地区の田５筆 １２，１６２㎡、いずれも、農業後継者へ経営継

承するためによる、子への所有権移転贈与の２案件、 

以上、８案件が許可要件を満たしているころを説明。 

 

議長 

次に、現地確認調査の結果報告をお願いいたします。 

それでは、小野 大介 推進委員から報告願います。 

 

小野 大介 推進委員 

議案第１号 農地法第３条許可申請について、去る１１月２１日に書類審査による慎

重審議を行った結果、特に問題はないものと判断しましたので、ご審議の程、よろしく

お願いいたします。  

 

議長 

議案の内容説明及び現地確認調査の結果報告が終わりましたので、これより質疑を行

います。  

質疑ございませんか。 

 

  ―「質疑なし」― 

 

議長 

 質疑なしと認めます。 

次に、第３区の番号２１番及び２２番の２案件を審議します。 

それでは、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

第３区の番号２１番は、栗駒地区の田２３筆 １４，０９６㎡、畑５筆 ４，４２９㎡、

合計 １８，５２５㎡、 

番号２２番は、栗駒地区の田２４筆 １９，３３０㎡、いずれも、農業後継者へ経営継

承するためによる、子への所有権移転贈与の２案件が、許可要件を満たしているころを説

明。 
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議長 

次に、現地確認調査の結果報告をお願いいたします。 

それでは、狩野 正行 推進委員から報告願います。 

 

狩野 正行 推進委員 

農地法第３条許可申請について、１１月２１日に鶯沢総合支所で書類審査を行いまし

た。 

詳細については、事務局から説明があったとおりであり、２件とも経営継承による親

子間の贈与であり、許可にあたっては、特に問題はないものと判断してまいりましたの

で、ご審議の程、よろしくお願いいたします。  

 

議長 

議案の内容説明及び現地確認調査の結果報告が終わりましたので、これより質疑を行

います。  

質疑ございませんか。 

 

  ―「質疑なし」― 

 

議長 

質疑なしと認めます。 

それでは、議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請についての、番号１番から

２２番までの２２案件は、原案のとおり許可することに、ご異議ございませんか。  

 

  ―「異議なし」― 

 

議長 

 ご異議なしと認めます。 

よって、日程第７、議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請についての、番号

１番から２２番までの２２案件は、原案のとおり、許可することに決定いたしました。  

 

 

議長 

日程第８、議案第２号 農地法第５条の規定による許可申請について、を議題としま

す。 

初めに、第１区の番号１番から６番までの６案件を審議します。 

それでは、議案の朗読を省略し、内容を事務局から説明いたします。 
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事務局 

第１区の番号１番及び２番は関連する事業案件で、 

番号１番は、築館地区の畑１筆 １３４㎡、 

番号２番は、築館地区の畑１筆 ４８㎡、いずれも、所有権移転売買により譲り受け、

住宅用地として転用し、駐車場及び転回路として造成整備するものであり、農地区分は、

都市計画区域内の用途指定地域内であることから、第３種農地に該当するものであるが、

もう既に利用されている状況となっており、始末書の提出をいただいている旨の２案件、 

番号３番は、築館地区の田１筆 ３，５７１㎡の内 ９７４．４０㎡、賃貸借権設定に

より借り受け、業務用地として転用し、太陽光発電施設を設置して売電収入を得るもので

あり、農地区分は、山林、雑種地等に囲まれた１０ｈａ以下の小集団で生産性の低い、第

２種農地である旨の１案件、 

番号４番は、高清水地区の畑２筆 １，２３５㎡、所有権移転贈与により父から譲り受

け、業務用地として転用し、太陽光発電施設を設置して売電収入を得るものであり、農地

区分は、概ね３００ｍ以内に高清水総合支所が存することから、第３種農地に該当する旨

の１案件、 

番号５番は、一迫地区の田１筆 ２，３４４㎡の内１３．４１㎡、 

番号６番は、一迫地区の田１筆 ５，７９３㎡の内１６．１１㎡、いずれも、地上権設

定により借り受け、支柱部分を業務用地として一時転用し、下部でブルーベリーを作付け

する営農型太陽光発電施設を設置して売電収入を得るものであり、農地区分は、農用地区

域に該当するが、営農型太陽光発電設備の支柱に係る一時転用であるので、不許可の例が

例外規定で取り扱う旨の２案件、 

以上、５案件が許可要件を満たしていることを説明。 

 

議長 

 次に、現地確認調査の結果報告をお願いいたします。 

それでは、議席番号６番 佐竹 きみ子 委員から報告願います。 

 

６番 佐竹 きみ子 委員 

議案３号につきましては、去る１１月２０日に書類審査及び現地調査を行ってまいりま

した。内容については、事務局から説明があったとおりであり、 

番号１番、２番は、所有権移転売買により駐車場及び通路として利用するものであり、

現地は、もう既に砂利が敷かれて利用されている状況でありました。 

番号３番は、賃貸借権設定により太陽光発電施設を設置するものであり、現地は、刈り

払いが施されており、周囲に与える影響はないものと見てまいりました。 

番号４番は、父から譲り受け太陽光発電設備を設置するものであり、現地は、片方が雑

木等の刈り払いがされていない畑で、もう一方が住宅地内の刈り払いが施されている畑

で、特に問題はないものと見てまいりました。 
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番号５番、６番は、地上権設定により借り受け、上部では、営農型太陽光発電設備を設

置し、下部では、ブルーベリーを栽培する計画でありますが、５番の現地を見ますと、稲

刈りが終わった状況ではありましたが、水路とも離れており、特に問題はないものと見て

まいりました。６番も、稲刈り終わった一等農地のように見受けられましたが、周囲から

も同意をいただいている案件であるとのことでありますので、特に問題はないものと見て

まいりました。 

以上、ご審議の程、よろしくお願いいたします。 

 

議長 

議案の内容説明及び現地確認調査の結果報告が終わりましたので、これより質疑を行い

ます。 

質疑ございませんか。 

 

議長 

 はい、２０番 狩野委員。 

 

２０番 狩野 和義 委員 

 番号６番について、申請地は、県営ほ場整備事業の受益地となっており、面工事は既に

完了しているが、換地は完了していない農地である。このことから、申請年月日の取扱い

について、換地終了後の申請として取り扱う案件と思われるが、どの様な考え方で今回の

申請となったのかを伺う。 

 

議長 

 はい、事務局説明。 

 

事務局 

 申請地について、換地の登記業務は完了しておりませんが、土地改良区との確認の結

果、換地については既に決定しており、現在、換地登記を行っているとのことでありまし

た。このことから、転用の許可権限者である宮城県と協議し、換地登記完了前でも申請は

可能であり、申請する場合は、従前の土地で申請し、許可になった場合は、従前の土地が

換地後の土地に継承されるということでありましたので、今回の申請となったものであり

ます。 

 

議長 

 よろしいですか。 
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２０番 狩野 和義 委員 

 はい、了解しました。 

 

議長 

他にありませんか。はい、１番 三浦委員。 

 

１番 三浦 正勝 委員 

 一迫地区は、営農型太陽光発電設備の設置が多くなっている地域である。営農型太陽光

発電設備に係る転用は、３年間の一時転用であるが、今後ブルーベリーの生育状況等を常

に注視しながら、単に、太陽光パネル事業にならないように指導していかなければならな

いと考えます。 

 また、６番の案件については、県との協議の上、換地登記完了前でも申請は可能という

ことでありましたが、県営ほ場整備事業を行った農地に、営農型ではあるものの、太陽光

パネルを設置することになるわけでありますので、土地改良区事業の地元換地委員の了解

は得ているのか、その辺を伺いたい。 

 

議長 

 事務局説明。 

 

事務局 

 可否の判断については、許可権限者である宮城県、ほ場整備事業の実施主体であります

土地改良区、周辺農地の所有者を確認しておりますが、換地委員の同意については、直接

可否の判断としては捉えておりませんでしたので、確認は取っておりません。 

 

議長 

 はい、１番 三浦委員。 

 

１番 三浦 正勝 委員 

 土地改良区事態は、換地業務の主体ではなく、換地委員会が換地業務の主体であると思

いますので、換地後の農地利用についても、地元換地委員の了解を取りながら、特に、営

農型太陽光発電設備は、地域の担い手が農業収入を補うために、地上に太陽光パネルを設

置するわけでありますので、換地完了後に地元地域の了解を得ながら進めるべき案件と考

えますが、その辺について伺いたい。 

 

議長 

 はい、事務局説明。 
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事務局 

 換地については、地元換地委員会の決定を得て、現在、登記申請中とのことであります

ので、換地後の図面は確定しているものであります。このことから、登記完了前の申請に

ついては、県と協議した結果に基づき、換地前の従前地での申請となったものであります

ので、ご理解願います。 

 また、地元地域の了解については、周辺農地所有者の同意書の提出もいただいておりま

すので、了解を得ているものと捉えております。 

 

議長 

 はい、３番 阿部委員。 

 

３番 阿部 一信 委員 

 基盤整備事業については、換地委員会で換地を決定した後、受益者の総会を得て換地決

定するものでないのでしょうか。 

 

議長 

 はい、そのとおりであります。只今の案件も、換地委員会で決定した後、総会で了承を

得て、現在、登記申請しているものであります。 よろしいですか。はい、三浦委員。 

 

１番 三浦 正勝 委員 

 私が言いたいのは、営農型太陽光発電設備を設置する場合には、地域の融和と理解を得

て、しかも、営農状況もしっかりやるということで認められている事業であります。その

辺がスムーズに行くような段取り、心配り、それから、設置後の営農状況の確認、これが

非常に大事になってくる案件でありますので、特に私は、それに注意しながら対応してい

くべきものと考えています。このことから、営農型の太陽光パネル設置する場合は、地元

からトラブルが発生しないよう、十分配慮して進めるべきではないでしょうか、という私

の意見であります。 

 

議長 

 意見ということでありますが、今回の申請は、地元の理解を得てからの申請と捉えてお

りますので、異論がなければ、許可を出せざる案件と考えております。また、営農型太陽

光発電設備は、３年間の一時転用となっておりますので、地元農業委員さんには、営農状

況を監視していただきながら、確認をお願いいたします。 

引き続き、事務局から説明させます。 

 

事務局 

 営農型太陽光発電設備を設置した際は、下部で栽培する収量が８割を下回ってはいけな
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い規定になっており、さらに、毎年、その作物に知識を有している専門家の意見を附し、

営農状況報告書を提出していただくことになっておりますので、その辺も確認し、３年後

の再申請の際には、営農の可否なども判断しながら、撤去も視野に入れ、事業の継続の可

否を判断していきます。 

 

議長 

 １番 三浦 委員、よろしいですか。 

 

１番 三浦 正勝 委員 

 これから、うまくいくよう支援してまいります。 

 

議長 

 よろしくお願いします。他にありませんか。 

 

―「質疑なし」― 

 

議長 

 質疑なしと認めます。 

次に、第２区の番号７番の１案件を審議します。 

それでは、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

第２区の番号７番は、志波姫地区の田４筆 １，５５９．７２㎡、賃貸借権設定により

借り受け、その他業務用地として転用し、既存営業所の在庫用及び来客用駐車場を造成整

備するものであり、農地区分は、都市計画区域内の用途指定地域内であることから、第３

種農地に該当する旨の１案件が許可要件を満たしているころを説明。 

 

議長 

 次に現地確認調査の結果報告をお願いいたします。 

それでは、熊谷 ゆり 推進委員から報告願います。 

 

熊谷 ゆり 推進委員 

去る１１月２１日に現地を確認してまいりました。 

申請地は、借り受け人の営業所店舗の裏手に当たり、現在は、何も作付けされていない

転作田でありました。また、周辺地は駐車場として利用されているところが多く、周りに

は農地と利用しているところが確認されませんでした。よって、今回の申請におきまして

は、特に問題ないものと判断してきましたので報告いたします。 
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ご審議の程、よろしくお願いします。 

 

議長 

議案の内容説明及び現地確認調査の結果報告が終わりましたので、これより質疑を行い

ます。  

質疑ございませんか。 

 

―「質疑なし」― 

 

議長 

 質疑なしと認めます。 

 ここで、午後２時５５分まで休憩とします。（午後２時４５分） 

 

議長 

 会議を再開します。（午後２時５５分） 

次に、第３区の番号８番及び番号９番の２案件を審議します。 

それでは、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

第３区の番号８番は、鶯沢地区の田２筆 １，４１３㎡を、所有権移転売買により譲り

受け、業務用地として転用し、既存工場の資材倉庫及び従業員駐車場を建築造成するもの

であり、農地区分は、宅地、山林等に分断された１０ｈａ以下の小集団で生産性の低い、

第２種農地である旨の１案件、 

番号９番は、鶯沢地区の畑１筆 ７４７㎡を、賃貸借権設定により借り受け、業務用地

として転用し、太陽光発電施設を設置して売電収入を得るものであり、農地区分は、水道

管下水道管が埋設されている道路の沿道の区域であって、概ね５００ｍ以内に２以上の教

育施設等公共的施設が存する、第３種農地である旨の１案件、 

以上、２案件が許可要件を満たしていることを説明。 

 

議長 

 次に現地確認調査の結果報告をお願いいたします。 

それでは、芳賀 博秋 推進委員から報告願います。 

 

芳賀 博秋 委員 

去る１１月２１日に書類審査から始まり、その後、現地確認調査を行ってまいりまし

た。 

番号８番の詳細については、事務局から説明あったとおりであり、現地は、図面でもわ
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かるように独立した農地となっており、花木を栽培していた経緯が見受けられましたが、

許可にあたっては、特に問題はないものと判断してまいりました。 

番号９番についても事務局から説明があったとおりであり、遊休農地に太陽光パネルを

設置する案件であります。現地を確認しますと、北側、東側が道路に、西側が宅地に隣接

し、南側が何も作付けされていない畑でありました。また、隣接者からの同意も得ている

とのことでありますので、許可にあたっては、特に問題はないものと判断してまいりまし

た。 

以上２件について、ご審議の程、よろしくお願いします。 

 

議長 

議案の内容説明及び現地確認調査の結果報告が終わりましたので、これより質疑を行い

ます。  

質疑ございませんか。 

 

―「質疑なし」― 

 

議長 

 質疑なしと認めます。 

それでは、議案第２号 農地法第５条の規定による許可申請についての、番号１番から

９番までの９案件は、原案を可とすることに、ご異議ございませんか。 

 

―「異議なし」― 

 

議長 

 ご異議なしと認めます。 

よって、日程第８、議案第２号 農地法第５条の規定による許可申請についての、番号

１番から９番までの９案件は、原案を可とすることに決しました。 

なお、その旨、意見を附して宮城県知事に送付いたします。 

 

 

議長 

日程第９、議案第３号、農用地利用集積計画について、を議題とします。 

初めに、第１区の番号１番の１案件を審議します。 

それでは、議案の朗読を省略し、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

第１区の番号１番は、瀬峰地区の田４筆 １，９２６．４３㎡、新規の賃貸借権設定で
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ある旨の１案件を説明。 

 

議長 

 議案の内容説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

質疑ございませんか。 

 

  ―「質疑なし」― 

議長 

 質疑なしと認めます。 

次に、第２区の番号２番から７番までの６案件を審議します。 

それでは、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

第２区の番号２番は、若柳地区の田８筆 ７，５７９㎡、新規の賃貸借権設定である旨

の１案件、 

番号３番は、金成地区の田１筆 ４，３８７㎡、 

番号４番は、金成地区の田２筆 １，５２９㎡、いずれも、新規の賃貸借権設定である

旨の２案件、 

番号５番は、志波姫地区の田１７筆 ２４，２３５．７８㎡、新規の賃貸借権設定であ

る旨の１案件、 

番号６番は、志波姫地区の田１３筆 ２０，０３８㎡、畑３筆 ９８８㎡、合計 ２１，

０２６㎡、 

番号７番は、志波姫地区の田１９筆 ３６，１６３㎡、畑３筆 ２，６５３㎡、合計 ３

８，８１６㎡、いずれも、新規の農地利用集積円滑化事業による賃貸借権設定である旨の

２案件、 

以上、６案件を説明。 

 

議長 

議案の内容説明が終わりましたので、これより質疑を行います。  

質疑ございませんか。 

 

  ―「質疑なし」― 

 

議長 

 質疑なしと認めます。 

次に、第３区の番号８番から１１番までの４案件を審議します。 

それでは、内容を事務局から説明いたします。 



 19 

事務局 

第３区の番号８番は、栗駒地区の田９筆 １７，９９３㎡、新規の賃貸借権設定である

旨の１案件、 

番号９番は、鶯沢地区の田２筆 ２，３７６㎡、 

番号１０番は、鶯沢地区の田５筆 １０，７７８㎡、いずれも、更新の賃貸借権設定で

ある旨の２案件、 

番号１１番は、花山地区の田７筆 ４，７２９㎡、新規の賃貸借権設定である旨の１案

件、 

以上、４案件を説明。 

 

議長 

議案の内容説明が終わりましたので、これより質疑を行います。  

質疑ございませんか。 

 

  ―「質疑なし」― 

 

議長 

 質疑なしと認めます。 

それでは、議案第３号 農用地利用集積計画についての、番号１番から１１番までの１

１案件は、原案を可とすることにご異議ございませんか。 

 

  ―「異議なし」― 

 

議長 

 ご異議なしと認めます。 

よって、日程第９、議案第３号 農用地利用集積計画についての、番号１番から１１番

までの１１案件は、原案を可とすることに決しました。 

なお、その旨、栗原市長に通知いたします。  

 

 

議長 

 日程第１０、議案第４号 非農地証明願について、を議題とします。 

初めに、第１区の番号１番の１案件を審議します。 

それでは、議案の朗読を省略し、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

第１区の番号１番は、築館地区の畑１筆 ２５㎡、願出地は、昭和４８年ごろ、隣接地
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に住宅を建築したときから、住宅の一部が願出地に入り込んだ状態で、現在に至っている

ものであり、今回、入り込んでいる部分を分筆し、雑種地宅地への地目変更を願い出た旨

の１案件を説明。 

 

議長 

 次に現地確認調査の結果報告をお願いいたします。 

それでは、議席番号６番 佐竹 きみ子 委員から報告願います。 

 

６番 佐竹 きみ子 委員 

 議案第４号 非農地証明願について、去る１１月２０日に現地を確認してきましたの

で、報告します。 

現地は、図面や写真図でもわかるように、住宅の一部及びフェンスが申請地に入り込ん

だ状態で建てられており、フェンス等を壊しても、農地に復元することは不可能と見てま

いりましたので、ご審議の程、よろしくお願いいたします。 

 

議長 

議案の内容説明及び現地確認調査の結果報告が終わりましたので、これより質疑を行い

ます。 

質疑ございませんか。 

 

  ―「質疑なし」― 

議長 

 質疑なしと認めます。 

次に、第２区の番号２番の１案件を審議します。 

それでは、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

第２区の番号２番は、志波姫地区の田２筆 ６７５㎡、願出地は、昭和４１年２月２１

日付けで農地法第４条許可を得て居宅を新築し、その後、隣地の一部も宅地として利用し

続け、現在に至っているものであり、また、当時の４条許可面積と現況面積に相違があっ

たことから、農地法第４条許可の取り扱いではなく、非農地証明の取り扱いとして、宅地

への地目変更を願い出た旨の１案件を説明。 

 

議長 

 次に現地確認調査の結果報告をお願いいたします。 

それでは、熊谷 ゆり 推進委員から報告願います。 
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熊谷 ゆり 推進委員 

 非農地証明願について、去る１１月２１日に現地を確認してきました。 

今回の申請は、夫が亡くなり相続登記を進めている中で発覚した案件であり、居宅を建

築してから５３年も経過しておりますので、許可にあたっては、特に問題はないものと判

断しました。 

ご審議の程、よろしくお願いいたします。 

 

議長 

議案の内容説明及び現地確認調査の結果報告が終わりましたので、これより質疑を行い

ます。 

質疑ございませんか。 

 

議長 

 はい、１番 三浦委員 

 

１番 三浦 正勝 委員 

 番号２番の案件について、先ほど面積に相違があったという説明がありましたが、公図

の地番等が違っていたため面積が違っていたのか、その辺もう少し詳しく説明していただ

きたい。 

 

議長 

 はい、事務局説明。 

 

事務局 

 昭和４１年当時の第４条許可書について、許可権限者である宮城県に確認したところ、

台帳が残っており、指令書番号や地番等は確認できたものの、この台帳に記載されている

面積と、登記簿謄本に記載されている面積に相違があり、その相違の要因について、確認

できる書類等が無かったことから、現状を確認し、既に住宅が建築され居住していること

が確認できたことから、非農地証明での取り扱いとなったものであります。面積の相違の

要因については、許可後登記をしなかったのが主な要因で、その後、国土調査の成果など

により面積に違いが出たことなども想定されます。 

 

議長 

 １番 三浦 委員、よろしいですか。 

 他にありませんか。 

 

  ―「質疑なし」― 
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議長 

 質疑なしと認めます。 

それでは、議案第４号、非農地証明願についての、番号１番及び２番の２案件は、原案

のとおり承認することに、ご異議ございませんか。 

 

      

―「異議なし」― 

 

議長 

 ご異議なしと認めます。 

よって、日程第１０、議案第４号 非農地証明願についての、番号１番及び２番の２案

件は、原案のとおり、承認することに決しました。 

 

 

議長（会長） 

 以上をもちまして、会議案件は全て議了いたしました。 

これで、令和元年 第１１回 栗原市農業委員会 総会を閉会いたします。 

ご起立願います。ご苦労様でした。 

 

  ＜ 午後  ３時１７分 閉会 ＞ 
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